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住民の皆様へ

　日頃は、各種防災対策事業にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症については、感染経路が特定できない症例が多数に
上り、かつ急激な増加が確認され、緊急事態宣言が行われています。
　従来から、台風等の異常気象時に災害の発生が予想されるときには、避難所を開設し
ておりますが、次のとおり、避難所開設時に新型コロナウイルス感染症対策として、事
前の準備を進めておりますので、お知らせいたします。

1. 避難所の三密（密閉、密集、密接）対策
避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な限り多くの避難所の開設。
避難所の十分な換気の実施、避難者の十分なスペースを確保。
避難者のスペースの確保が難しい場合、パーティションで仕切るなどの工夫。
可能な場合は、親戚や友人の家等への避難をご検討下さい。

2. 避難所の衛生環境の確保
家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境の確保。

3. 基本的な感染対策
避難者や避難所運営スタッフは、頻繁な手洗いをお願いします。
咳エチケット等の、基本的対策の徹底をお願いします。

　町におきましては、避難所へマスク、消毒液を配布するよう準備を進めております。
　従来から、避難時には住民の皆様に自前で飲食物等の持参を呼び掛けていますが、その上
にマスクの持参等、感染症対策もお願いいたします。
　これから梅雨時の出水期に入ります。住民の皆様に安心・安全な災害対応に努めてまいり
ますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

●お問い合せ先　　美波町消防防災課　☎77-3619


